
問町農業委員会（農政課内）☎028（677）6047

　農業委員および農地利用最適化推進委員の任期が令和2年7月19日
に満了することにともない、次期委員の公募を行います。
　農業委員および農地利用最適化推進委員の任期が令和2年7月19日
に満了することにともない、次期委員の公募を行います。

募集方法 ３農業者による推薦･団体推薦または公募

要　　件

◇農業委員
　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所
掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者
·任期／7月20日～令和5年7月19日（3年間）
·定数／11人　　　·報酬／32,000円（月額）
·主な業務：農地の貸借･売買の許可、決定。遊休農地に関する措置。農地転用許可への意見。

◇農地利用最適化推進委員
　農用地等の最適化の推進に熱意と識見を有する者
·任期／7月20日～令和5年7月19日（3年間）
·定数／14人　　　·報酬／32,000円（月額）
·主な業務：担当地区における担い手への農地利用集積･集約化。耕作放棄地の発生防止･解消など。

 委員になれない者

·破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
·禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは受けることがなくなるまでの者　

受付期間 2月3日（月）～3月6日（金） ※郵送の場合3月6日（金）必着、土･日･祝日除く

 推薦及び応募方法

　規定の応募用紙に必要事項を記入の上、農業委員会事務局（役場農政課内）に提出してください。
用紙は、農業委員会事務局の窓口に備えるほか、町ホームページからダウンロードできます。

そ　の　他

·農業委員および農地利用最適化推進委員の身分は非常勤の特別職員となり、業務には守秘義務が
　伴います。
·受付期間の中間および期間終了後にホームページ等で応募者、推薦者等の情報を公開します。
·募集の詳細は、農業委員会事務局へお問い合わせください。

農業委員･
農地利用最適化推進委員の
候補者を募集します

19 広報はが 令和2年2月号

ありがとうございました。寄附


